
  

 

                                                                                     

公表：令和 ２年 ３月 6日           事業所名 三鷹市子ども発達支援センターくるみ幼児園            

 

 
チエック項目 はい 

いい

え 
工夫している点 

課題や改善すべき点

を踏まえた改善内容
又は改善目標 

 

コメント 

環
境
・
体
制
整
備 

①  
利用定員が指導訓練室等スペー

スとの関係で適切である。 

17  ・基準に基づき、設定

されている。 

 ・引き続き子どもが活動し

やすい環境を整えていく。 

②  

職員の配置は適切である。 

 

10 7 ・基準に基づき、配置

されている。時と場合

により、適宜対応して

いる。 

・体制不足で休暇が

取りづらい 

・状況により、少ない

と感じる 

（同 1通） 

 

・子どもの生活、活動を保障

するために、必要な体制を作

っていく。 

・計画的に休暇が取得でき

るように、見通しを持った体

制づくりをしていく。 

③  

生活空間は、本人に分かりやすく

構造化された環境になっている。

また、障がいの特性に応じ、事業

所の設備等はバリアフリー化や、

情報伝達等への配慮が適切にな

されている。 

16  1 ・クラス分けをしてい

ることで、それぞれが

理解しやすい空間を作

り、生活に活かしやす

い工夫がされている。 

 ・各クラスの様子が、職員間

で見られるよう、部屋をオー

プンにしている。 

引き続き、子どもにとって分

かりやすく生活しやすい環

境づくりを心掛け、発達に応

じて工夫をしていく。 

④  

生活空間は、清潔で、心地よく過

ごせる環境になっている。また、

子ども達の活動に合わせた空間

となっている。 

16  1 ・各部屋に水場もあり

空調も整っているため

清潔である。 

 ・引き続き、過ごしやすい清

潔な環境づくり、また工夫を

心掛けていく。 

業
務
改
善 

⑤  

業務改善を進めるためのＰＤＣ

Ａサイクル（目標設定と振り返

り）に、広く職員が参画している。 

16 1 ・計画、実行、確認、決

定さらに振り返りに戻

る必要性の説明を受け

ている。 

 ・今後も各行事等の目標を

明確化し、振り返りに多くの

職員の意見が反映されるよ

うにする。 

⑥  

保護者等向け評価表により、保護

者等に対して事業所の評価を実

施するとともに、保護者等の意向

等を把握し、業務改善につなげて

いる。 

17  ・評価の実施はされて

いる。保護者からの意

見等あれば改善に向け

開示される場があると

聞いている。 

・改善につなげてい

るかはわからない

（同 1通） 

 

・保護者からの具体的なご

意見と、改善策については職

員間で共有し、またタイムリ

ーに対応できるようにする。 

⑦  

事業所向け自己評価表及び保護

者向け評価表の結果を踏まえ、事

業所として自己評価を行うとと

もに、その結果による支援の質の

評価及び改善の内容を、事業所の

会報やホームページ等で公開し

ている。 

14 3 ・園だより、ホームペ

ージで公開・掲示され

ている。 

・評価・改善の内容は

ホームページにはな

い？ 

・今回から公開？ 

・昨年度は、書面で保護者の

皆様にお伝えしたが、今年度

は、お知らせの他、ホームペ

ージで公開を行う。 

⑧  

第三者による外部評価を行い、

評価結果を業務改善につなげて

いる。 

８ ８ 

 

・改善につなげてい

るかはわからない。

（同 1通） 

・専門家からの助言、指導、

評価を積極的に受け、療育内

容の工夫、改善につなげてい

る。 

 

⑨ 

職員の資質の向上を行なうため

に、研修の機会を確保してい

る。 

15 ２ 

 

 

・嘱託は外部研修の

機会がない 

・全員が参加してい

るイメージがない。 

・外部研修の情報は積極的

に行い、時間内では定期に研

修を行っているが、研修のや

り方、内容等を今後も工夫し

ていく。 

 
 

⑩ 

アセスメントを適切に行い、子

どもと保護者のニーズや課題を

客観的に分析した上で、児童発

10 ６ 
・個人面談を行い、保

護者との間できちんと

確認し、作成している。 

 

・保護者の方と子どもの状

況を共有しながら、支援計画

を作成している。アセスメン

ト情報を整理し、目標を具体

的に設定、活用できるよう、

事業所における自己評価結果（公表） 



達支援計画を作成している。 勉強会などを設定し、職員の

スキルアップにつなげてい

く。 

 

⑪ 

子どもの適応行動の状況を図る

ために、標準化されたアセスメン

トツールを使用している。 

15 1 ・園でのねらい、グル

ープでのねらいが設定

されている。 

 ・発達状況のアセスメント

のため、定期的に心理療法士

による発達検査を行ってい

る。また、適応行動の状況の

アセスメントには園独自の

シートを使用している。 

 

⑫ 

児童発達支援計画には、児童発達

支援ガイドラインの「児童発達支

援の提供すべき支援」の「発達支

援（本人支援及び移行支援）」、「家

族支援」、「地域支援」で示す支援

内容から子どもの支援に必要な

項目が適切に選択され、その上

で、具体的な支援内容が設定され

ている。 

17  ・家庭訪問を行ってい

る。 

・地域に向けての講座

やセミナーもある。 

・園では公開日を設け

ている。 

 ・個別支援計画には、発達支

援、家族支援、地域支援と、

子どもに必要な支援に応じ

て目標設定し支援を行って

いる。 

・家族支援については、家庭

状況の変化に応じて、適宜保

護者と面接し、課題を整理し

ている。 

適
切
な
支
援
の
提
供 

 

 

⑬ 

児童発達支援計画に沿った支援

が行われている。 

 

17    ・個別の支援計画に沿って

支援ができているか、確認し

ながら進めているが、子ども

の変化に伴い、引き続き支援

の工夫をしていく。 

 

⑭ 

活動プログラムの立案をチーム

で行っている。 

16 1  ・（携わってはいない

が）園のねらいに添

ったプログラムがあ

ると理解している。 

・活動プログラムは、全体、

あるいは活動によっては、グ

ループごとに立案し支援を

している。 

 

⑮ 

活動プログラムが固定化しない

よう工夫している。 

 

15 2  ・（携わってはいない

が）グループ変更な

どもあるため、工夫

はされていると理解

している。 

・毎日繰り返されることで

身につくことも多いため見

通しを持って意欲的に過ご

せるプログラムを生かしな

がら子どもの活動に応じて

さらに経験の幅が広がるよ

うに工夫していきたい。 

 

⑯ 

子どもの状況に応じて、個別活動

と集団活動を適宜組み合わせて

児童発達支援計画を作成してい

る。 

16 1 ・個別の支援計画はも

ちろん、グループのね

らい、園でのねらいや

目標があると理解して

いる。 

 ・基本となる集団活動の中

で、必要に応じて個別的な関

わり、対応を取り入れ、支援

計画の中に反映している。 

 

⑰ 

支援開始前には職員間で必ず打

ち合わせをし、その日行われる支

援の内容や役割分担について確

認している。 

17  ・朝の全体ミーテイン

グをしている。 
 ・療育開始前の打ち合わせ

を行い、子どもの様子、職員

の動きの確認を行っている。 

 

⑱ 

支援終了後には、職員間で必ず打

ち合わせをし、その日行われた支

援の振り返りを行い、気づいた点

等を共有している。 

17   ・療育後のミーテイ

ングをして、グルー

プからの報告や問題

点などあれば話し合

っている。 

・療育終了後に反省会を行

い、子どもの様子、支援の振

り返りを行い、その他必要な

情報の共有を行っている。 

 

⑲ 

日々の支援に関して記録をとる

ことを徹底し、支援の検証・改

善につなげている。 

16 1 

・グループ日誌があ

る。 

・日誌には記録して

いるが、ビデオ撮り

等はあまりできてい

ない。 

・グループごとの日誌に記

録をし、支援の振り返りを行

っている。 

・課題については、職員間で

話し合いながら改善につな

げているが、限られた時間で

十分となっていない。時間の

確保をしていきたい。 

 

⑳ 

定期的にモニタリングを行い、児

童発達支援計画見直しの必要性

を判断している。 

15 1  ・年 1 回は定期的

か？ 

 

・必要に応じて、3か月、6

か月で見直しを行っている。 

職員全体に周知できるよう

にしていく。 



 

  

㉑ 

障害児相談支援事業所のサービ

ス担当者会議にその子どもの状

況に精通した最もふさわしい者

が参画している。 

 

16 1   ・子どもの状況をよく知
っている者が参加してい
る。 

 

㉒ 

母子保健や子ども・子育て支援等

の関係者や関係機関と連携した

支援を行っている。 

17  ・カンファレンスには

各専門の関係者が集ま

り、支援に向けて体制

づくりがされている。 

 ・総合保健センター、育成

課、市内の関係機関と連携し

て支援を行っている。 

㉓  

（医療的ケアが必要な子どもや

重症心身障害のある子ども等を

支援している場合） 

地域の保健、医療、障害福祉、保

育、教育等の関係機関と連携した

支援を行っている。 

13 1 ・各専門の関係者によ

り、支援体制がつくら

れている。 

・重心ではない ・医療的ケア児、重症心身障

がい児の直接的支援は行っ

ていないが、子どもの状況に

あわせて必要な場合には、他

機関と連携して支援を行っ

ている。 

関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携 

 

㉔ 

（医療的ケアが必要な子どもや

重症心身障害のある子ども等を

支援している場合） 

子どもの主治医や協力医療機関

等と連絡体制を整えている。 

 

10 5 ・主治医、医療機関は

個人台帳に記載され、

把握されている。 

 

・重心ではない 

 

・医療的ケア児、重症心身障

がい児の直接的支援は行っ

ていないが、子どもの状況に

あわせて必要な場合には、医

療機関と連絡を取ることが

ある。 

㉕ 

移行支援として、保育所や認定子

ども園、幼稚園、特別支援学校（幼

稚部）等との間で、支援内容等の

情報共有と相互理解を図ってい

る。 

17  ・保育園や幼稚園への

巡回や交流体験や交流

保育等で相互理解を深

めている。 

 ・保護者の承諾を得て、引継

ぎを行っている。 

・移行支援として保育所等

訪問支援も行っている。 

㉖ 

移行支援として、小学校や特別支

援学校（小学部）との間で、支援

内容等の情報共有と相互理解を

図っている。 

17    ・移行先の支援に繋がる
よう、保護者の承諾を得
て引継ぎを行っている。 

㉗ 

他の児童発達支援センターや児

童発達支援事業所、発達障害者支

援センター等の専門機関と連携

し、助言や研修を受けている。 

11 6 ・専門分野の先生方か

らのアドバイスを受け

たり、スーパーバイザ

ーによるご指導、研修

を受ける機会がある。 

 ・施設協議会また、区を中心

とした地域療育連絡会に参

加し、情報共有と連携を行っ

ている。また、同会主催の研

修会に参加している。 

㉘ 

保育所や認定こども園、幼稚園等

との交流や、障害のない子どもと

活動する機会がある 

16 1 ・交流体験、交流保育

があてはまると思う。 
 ・交流保育、交流体験、訪問

交流などで、地域の子どもた

ち同士が関わり合う機会を

作っている。 

㉙ 

（自立支援）協議会子ども部会や

地域の子ども・子育て会議等へ積

極的に参加している。 

14 2  ・参加したことはな

いが、担当職員が携

わっていると聞いて

いる。 

・自立支援協議会は、計画参

画の事務局として、携わって

いる。子ども・子育て会議に

は、委員として参加してい

る。 



㉚ 

日頃から子どもの状況を保護者

と伝え合い、子どもの発達の状況

や課題について共通理解を持っ

ている。 

17  ・連絡帳でのやりとり

朝と帰りの時間での伝

達等 

 ・日頃から保護者と伝え合

い、子どもの発達の状況や課

題について共通理解を持っ

ている。引き続き伝え合いを

丁寧に行っていく。 

㉛ 

保護者の対応力の向上を図る観

点から保護者に対して家族支援

プログラム（ペアレント・トレー

ニング等）の支援を行っている。 

12 5 ・兄弟姉妹参加の行事

があり、家族内での理

解を深めることはもち

ろん、他の家庭との関

係もつながりをもつこ

とができる。 

 ・くるみ幼児園では家族支

援プログラムとして、専門療

法の勉強会、茶話会、懇談会

などの話し合いの場の設置

をプログラムとして位置付

けている。 

 

㉜ 

運営規程、利用者負担等について

丁寧な説明を行っている。 

17  ・入園説明会で、丁寧

に説明があると聞いて

いる。 

 ・入園時に、また必要に応じ

て丁寧に説明している。 

  

保 

護 

者 

へ 

の 

説 

明 

責 

任 

等   

㉝ 

児童発達ガイドラインの「児童発

達支援の提供すべき支援」のねら

い及び支援内容と、これに基づき

作成された「児童発達支援計画」

を示しながら支援内容の説明を

行い、保護者から児童発達支援計

画の同意を得ている。 

16  ・個人面談を行い、保

護者からの要望も聞い

た上で、発達の段階に

合わせた内容で作成し

保護者の同意も得られ

ていると思う。 

 ・児童発達支援ガイドライ

ンを踏まえた発達支援計画

に沿って、個別支援計画の作

成を進めている。 

㉞ 

定期的に、保護者からの子育ての

悩み等に対する相談に適切に応

じ、必要な助言と支援を行ってい

る。 

17  ・個人面談  ・日常的な相談、また、個人

面談を通して、助言と支援を

行っているが、継続的に経過

を追うなどさらに工夫して

いきたい。 

㉟ 

父母の会の活動を支援したり、保

護者会等を開催する等により、保

護者同士の連携を支援している。 

17  ・クラス懇談会や全体

懇談会 

 ・保護者同士のやりとりの

機会、場などの設定し、内容

をさらに充実していく。 

㊱ 

子どもや保護者からの相談や申

入れについて、対応の体制を整備

するとともに、子どもや保護者に

周知し、相談や申入れがあった場

合に迅速かつ適切に対応してい

る。 

17   ・ミーテイング等で

話し合いをする場が

ある 

・面接や対応について、迅速

かつ適切に対応できるよう

今後も体制づくりを工夫し

ていく。 

㊲ 

定期的に会報等を発行し、活動概

要や行事予定、連絡体制等の情報

を子どもや保護者に対して発信

している。 

17  ・園だよりを通して発

信している。 
 ・月に１度、園だよりを発行

している。必要に応じて、掲

示等を充実し、タイムリーに

発信していきたい。 

㊳ 

個人情報の取扱いに十分注意し

ている。 

17  ・外部に持ち出さない

工夫、キャビネット保

管などをしている。 

 ・引き続き、十分に注意して

行っていく。 



 

㊴ 

障害のある子どもや保護者との

意思疎通や情報伝達のために配

慮している。 

17  ・連絡帳、お知らせな

どを用いて、情報を伝

えている。 

 ・文字や絵を使用した視覚

提示やジェスチャー。サイン

などを用いて意思疎通、情報

伝達を行っている。 

㊵ 

事業所の行事に地域住民を招待

する等地域に開かれた事業運営

を行っている。 

 9 7  ・公開療育は住民対

象ではない？ 

・運動会、卒園式に運営協議

会の地域代表としての委員

を招待している。地域を支援

していただいている民生児

童委員の方の見学も行って

いる。今後も地域に開かれた

事業運営について考えてい

く。 

非    

常   

時   

の     

対   

応 

㊶ 

緊急時対応マニュアル、防犯マニ

ュアル、感染症対応マニュアル等

を策定し職員や保護者に周知す

るとともに、発生を想定した訓練

を実施している。 

17  ・通常の活動の中で訓

練ができている。 
・周知はしているが、

訓練を十分に行いた

い。 

 

・定期的に訓練を行ったり、

訓練の状況をお伝えしてい

るが、訓練を通して、常に想

定を超える事態を考えなが

ら、十分に備えていきたい。 

㊷ 

非常災害の発生に備え、定期的に

避難救出その他必要な訓練を行

っている。 

17  ・通常の活動の中で訓

練ができている。 

 ・訓練を重ねながら、非常時

に迅速に避難出来るよう、さ

らに備えていきたい。 

㊸ 

事前に、服薬や予防接種、てんか

ん発作等の子どもの状況を確認

している。 

16 1 ・個人台帳に記載され

共有できている。 
 ・非常時に備え、入園前に個

別に面談を行い主治医から

の指示を受け保管している。 

 

㊹ 

食物アレルギーのある子どもに

ついて、医師の指示書に基づく対

応がなされている。 

17   ・栄養士の先生から

の説明を受けてい

る。 

・医師の指示書に従い、保護

者との確認のもと対応をし

ている。 

 

㊺ 

ヒヤリハット事例集を作成して

事業所内で共有している。 

14 3 ・ファイリングされ、

共有できるようになっ

ている。 

・あると思うが、見た

ことがない 

 

・ヒヤリハットが起きた場

合の情報共有は迅速に行っ

ている。ヒヤリハット事例集

は作成しているが、職員間で

共有できるように周知して

いく。 

 

㊻ 

虐待を防止するため、職員の研修

機会を確保する等、適切な対応を

している。 

15 2  ・（参加はできていな

いが）研修や資料は

あったと聞いてい

る。 

・年度始めに会議の中で研

修を行っている。資料は職員

全員が持っている。更なる周

知をはかりたい。 

 

㊼ 

どのような場合にやむを得ず身

体拘束を行うかについて、組織的

に決定し、子どもや保護者に事前

に十分に説明し了解を得た上で、

児童発達支援計画に記載してい

る。 

14 2  ・成長過程において

必要であれば、保護

者に説明して行うこ

ともあると聞いてい

る。 

・基本的に身体拘束を手段

や方法とすることはなく、身

体拘束は行わない支援とな

るように確認をしているが、

万が一行わざるを得ない状

況があれば、必要性について

保護者と確認している。 


